
H26.12.23 市民参加型まちづくり１％システム実践セミナー 

市民文化スポーツ部 市民協働政策課 
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○個人市民税の１％相当額を財源 

【平成２６年度予算：３,000万円】 

○市民自らが実践する 

    まちづくり活動・地域づくり活動 

支援 

●平成２３年６月より実施  
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【応募できる団体】 

  次の要件を全て満たしている団体 

 ① 構成員が５人以上であること。 

 ② 主に市内を活動拠点としていること。 

 ③ 組織の運営に関する規則（規約・会則等） 

  を有していること。 

 ④ 継続的かつ計画的に事業を行うことが可能で 

  あること。 

  ※ 既存の団体のほか、新たに組織する団体も対象 
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【補助の対象となる事業】 

  地域の課題解決や活性化を目的に実施する 

 公益性のある事業で、次の要件を全て満たし 

 ている事業 

 ① 原則として市内で実施される事業 

 ② 継続可能な事業 

 ③ 住民又は構成員の労力提供等がある事業 

 ④ 補助金の交付決定があった年度内に完了  

  する事業 
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【対象外事業】 

  次のいずれかに該当する事業は、対象外 

 ① 営利を目的とする事業 

 ② 特定の個人や団体が利益を受ける事業 

 ③ 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業 

 ④ 市の他の補助金の交付を受け、又は受ける見 

  込みである事業 

 ⑤ 国・県及びその他の機関から補助金を受け、 

  又は受ける見込みである事業 

 ⑥ 市との共催の事業 

 ⑦ 法令、条例等に違反する事業 

 ⑧ その他公序良俗に反する事業 
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【補助の対象となる経費】 

  対象事業を実施するために直接必要な経費で、

次に定める項目 

項  目 対象となる経費 

講師等謝礼 外部講師や専門的技術を有する協力者への謝礼等 

交通費 講師等への交通費・宿泊費 

消耗品費及び原材料費 事業実施に直接必要な消耗品費・原材料費 

食糧費 
事業実施に直接必要な食糧費（実施日当日分のみ） 
 ※ 支給要件及び上限額あり 

燃料費 作業等に必要な機材、車両等の燃料費 

印刷製本費 ポスター・チラシ、資料等の印刷代・コピー代等 

通信運搬費 事業実施の周知・連絡等に要する郵便料等 

保険料 事業実施に係る参加者等の保険料 

使用料及び賃借料 事業に要する会場使用料、車両・機械等の借上料 

その他 審査委員会の意見を聴いて市長が適当と認めたもの 
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【主な対象外経費】 

 ① 団体の維持及び運営に係る経費 
 ② 団体構成員に対する人件費及び謝礼 
 ③ イベント・大会等の参加者に対する記念品・  
  参加賞の経費 
 ④ 懇談会や慰労会等の飲食代 
 ※ 領収書がないなど使途が不明なものは対象外 

【補助金の額】 

  次のいずれか少ない額とし、原則５０万円を 
  上限（千円未満の端数切捨て） 
 ① 補助対象経費の９０％以内の額 
 ② 事業の支出総額から収入 
    （参加費、協賛金等）を除いた額 
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【事業の募集期間・実施期間】 

  事業募集は、１年度３回/2７年度は次のとおり 

 ①事業実施期間：平成27年４月１日～平成28年３月31日 

  １次募集期間：平成27年１月７日～２月６日 

 ②事業実施期間：平成27年７月１日～平成28年３月31日 

  ２次募集期間：平成27年４月1３日～５月1２日      

 ③事業実施期間：平成27年10月１日～平成28年３月31日 

  ３次募集期間：平成27年７月13日～８月12日 

！ ！ 各募集期間の前に事前相談期間を設けていますので、 
ご活用ください！ 
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地域コミュニティによる地域活性化 

  事業名 乳井区域内放棄地の環境整備と美化活動／ 
                      乳井町おこし協力会】 

 事業目的 自然と史跡を生かした里山の復活 

 事業概要 乳井町会内の史跡である茶臼舘、ホタルが集まるため池の 

     沿道整備、ホタルの鑑賞会等の実施 

 実施方法 こども会や消防団、老人クラブ等の参加を得ながら実施 

 事業効果 地域への愛着心 ⇒次世代へ繋がる活動、地域力の向上 
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地域コミュニティによる地域活性化 

 事業名 南城西町会加入と活動参加促進のためパンフレット 

     「みなみな南城西っ！！（仮）」製作事業／南城西町会 

 事業目的 老若男女、誰でも町会活動に参加しやすい空気の醸成 

 事業概要 楽しく読みやすいパンフレットを作成し、PR 

 実施方法 町会有志のWGで取材し、原稿作成 

 事業効果 加入世帯の増加 

      ➤  町会活動の活性化 

      ➤ まちづくり、防災意識や連帯感の向上 
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 事業名 石渡町会ふれあいの集いと自主防災訓練／石渡町会 

 事業目的 健康に対する意識と防災意識の向上 

 事業概要 健康体操、防災冊子作成 

 実施方法 毎年行われている「ふれあいの集い」で、健康体操の実施や、   

      作成した冊子をもとに防災の講話・雛入道訓練の実施 

 事業効果 防災意識の向上、隣近所との助け合いへの意識づけ 

地域防災・防犯青少年健全育成 
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 事業名 過疎地域スポーツ推進事業／ 

               特定非営利活動法人 スポネット弘前 

 事業目的 スポーツに親しむこと、スポーツを通してのコミュニケー 

      ション能力の向上 

 事業概要 運動をやれる環境がない地域の子どもたちのために、 

      スポーツ教室を行う。 

 実施方法 その地域に出向いて、定期的にさまざまなスポーツ教室を 

      開催する。 

健康・福祉 
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 事業名 第１２回ホームムービーの日／HMD弘前  

 事業目的 過去に撮影された8ミリ・16ミリフィルムの保存、 

      家庭にあるフィルムが貴重な史料であることの意識づけ 

 事業概要 家庭に眠るフィルムを上映する「ホームムービーの日」等 

      各種イベントを開催する 

 実施方法 「ホームムービーの日」当日の上映会のほか、子ども向け 

      イベントや巡回上映会など、実際に映像を見てフィルムの 

      重要性を知ってもらう機会の創出 

文化・芸術的活動、伝統芸能による地域活性化 
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 事業名 農の魅力、子どもに発信！／弘前大学財政ゼミナール  

 事業目的 子どもたちの農業への興味・関心の向上 

 事業概要 かぶの栽培から食するまでを紙芝居にし、紙芝居の発表会を 

      開催する。紙芝居やかぶのレシピをまとめた冊子を作成する。 

 実施方法 イベント等で紙芝居を披露するほか、作成した冊子を小学校 

      等に配布する。 

農業 
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審査委員会委員に 
自分たちの事業や思いを伝えるためには？ 

【企画書編】 

 事業を実施したいと思った経過が伝わるように 

 ① 地域がどのような状況になっているのか 

 ② そのことをどう変えたいのか 

 ③ そのために何をするのか 
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【予算書編】 

 ① 具体的な予算組みか 

 ② 事業に直接必要な経費がしっかりと計上 

  されているか 

 ③ ５万円以上の項目について、見積書が 

  付いているか 
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【プレゼン・公開審査編】 

 プレゼン・公開審査は 
コミュニケーションの場 

 
 ① 書類に書かれていないけれど伝えたいこと 
  を話す 
 ② 事業の要点を話す 
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